平成２３年　４月５日

会員各位

千葉県技術士会

業務委員会

委員長 國廣 隆紀

「保有技術登録票」による登録のお願い

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

千葉県技術士会では、各種の技術士業務の展開をめざしています。

そのなかで、業務委員会では技術士業務の開拓を行い、それらの各種の技術指導や技術協力のニーズに対応する活動を行っています。

そのために会員各位の保有技術を人材情報として蓄積して、活用することが必要で、従来は有志の方に様式「業務受託希望者登録票」に記入、登録していただいていましたが、その人数が少なく人材情報が乏しいために、折角、技術士業務のニーズがあっても具体的な対応に結びつけることができず、ニーズをもたれている団体や事業者の期待を裏切ることもありました。
そこで、これらの活動を効果的に行い、千葉県技術士会の活動を活性化するために、会員全員の保有技術を登録して活用しようということにし、従来の様式「業務受託希望者登録票」を改め、様式「保有技術登録票」にいたしました。

つきましては、業務受託の希望者だけでなく、会員全員の保有技術を登録すべく、下記記入要領にしたがって、様式「保有技術登録票」に記入され、下記あて先に提出いただきますようお願い申し上げます。

なお、これらの仕組みは、別紙「業務委員会規定」に規定して、人材情報は個人情報として慎重に取り扱うこととし、様式にも情報の公表可・不可の別も記入できるようにしていますが、企業内技術士の方などいろいろな制限や条件があれば記入できる範囲で結構です。

敬具

記

1． 記入要領

1） 判読しやすいように太線枠内に楷書で記入する。

2） 「技術士以外の資格」には、主要６件を記入する。

3） 「職歴」の「部門名」には、その企業・団体特有の固有名詞とせず、だれにでも分かるように企画、研究、製造、営業販売、サービス、保全、購買、総括などのような１２文字以内の名詞を記入する。

4） 「経験業務」の「経験した業務内容」には、簡潔明瞭でかつ具体的な表現で記入する。

5） 「指導可能な専門分野」には、各自が依頼内容を想定してそれに対応できるようなキーワードで記入する。

6） 「受託条件」の記入内容は、すべて非公表とするので、率直に記入する。

業務受託を希望しない場合は、「受託条件」には記入しない。

7） 「希望事項および特記事項」は、受託条件と同様に非公表とするので簡潔に記入する。

あわせて各種外国語などの特技もあれば記入する。

2． 提出方法及び提出先

１） 提出方法

・同封の様式「保有技術登録票」に記入し、郵送又はFAX

・千葉県技術士会のホームページ（http://www9.ocn.ne.jp/~chiba-pe/）から、様式「保有技術登録票」をダウンロードして記入し、E-Mailによるメール

２）提出先

〒２９９―０２５７

袖ヶ浦市神納１２４２－１２

國廣 隆紀 宛

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０４３８－６３－６８５１

E-Mail　pxz04373@nifty.ne.jp
以上

